
令 和 ７ 年 1 2 月 1 2 日 

消 防 庁 

 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対する

意見公募 

 

１ 改正内容 

「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」の結論を踏まえ、顧客に自ら給油

等をさせる給油取扱所における条件付自動制御装置の導入に係る規定の整備を行うため、危険

物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）及び危険物の規制に関する技術上の基準の

細目を定める告示（昭和49年自治省告示第99号）を改正するものです。概要については、別紙

２を御覧ください。 

 

２ 意見公募対象及び意見公募要領 

○ 意見公募対象（別紙３及び別紙４参照） 

・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案） 

・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（案） 

○ 意見公募要領の詳細については、別紙１を御覧ください。 

 

３ 意見公募の期限 

令和８年１月 16 日（金）（必着）（郵送についても、締切日に必着とします。） 

 

４ 規制の事前評価 

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）及び危険物の規制に関する技術上の

基準の細目を定める告示の一部を改正する件（案）については、意見募集に先立ち、総務省に

おいて規制の事前評価を実施しております（別紙５参照）。 

 

５ 今後の予定 

意見公募の結果を踏まえ、当該省令・告示を公布する予定です。 

 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等について、令和

７年 12月 13日（土）から令和８年１月 16日（金）までの間、意見を公募します。 

（事務連絡先）  

消防庁予防課危険物保安室 石野補佐、鈴木 

TEL 03-5253-7524（直通） 

E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して

おります。送信の際には「@」に変更してください。 



意見公募要領 

 

１ 意見公募対象 

・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案） 

・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（案） 

 

２ 意見公募の趣旨・目的・背景 

「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」の結論を踏まえ、顧客に自ら

給油等をさせる給油取扱所における条件付自動制御装置の導入に係る規定の整備を行うた

め、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）及び危険物の規制に関する技

術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示第99号）を改正するものです。 

 

３ 資料入手方法 

  準備が整い次第 e-Gov(https://www.e-Gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄及び総

務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連

絡先窓口において配布することとします。 

 

４ 意見の提出方法・提出先 

下記（１）の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所（法人又は団体の

場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は

電子メールアドレス）を記載の上、意見提出期限までに提出してください。 

下記（２）～（４）のいずれかの場合は、意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人

又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電

話番号又は電子メールアドレス）を明記の上、意見提出期限までに提出してください。 

  なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。 

（１）e-Gov を利用する場合 

e-Gov（https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）の意見提出フォームからご提

出ください。 

なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、（２）によ

り提出してください。 

（２）電子メールを利用する場合 

   電子メールアドレス： fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp 

   総務省消防庁予防課危険物保安室 あて 

  ※スパムメール防止のため＠を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入り

ますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いします。 

別紙１ 



  ※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の e-Govを

極力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送

付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル、

ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください（他のファイル形式と

する場合は、担当までお問合せください。）。 

  ※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて 10MBとなって

います。 

（３）郵送する場合 

   〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

         総務省消防庁予防課危険物保安室 あて 

   別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合

があります。その場合の条件は次のとおりです。 

  ○ディスクの種類：CD‐R、CD‐RW、DVD-R又は DVD-RW 

  ○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又はジャスト

システム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合には、事前に担当者まで

お問い合わせください。） 

  ○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。 

   なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承

ください。 

（４）FAXを利用する場合 

   FAX番号：03-5253-7534 

        総務省消防庁予防課危険物保安室 あて 

  ※連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。 

   なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。 

 

５ 意見提出期間 

  令和７年 12 月 13日（土）から令和８年１月 16日（金）まで（必着） 

※郵送についても、締切日に必着とします。 

 

６ 留意事項 

・意見が 1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれ

の意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載して下さ

い。 

・提出された意見は、e-Gov 及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省消防庁予



防課危険物保安室にて配布又は閲覧に供します。 

・御記入いただいた氏名（法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担

当者の氏名）、住所（所在地）、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に

不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

・なお、提出された意見とともに、意見提出者名（法人又は団体にあってはその名称及

び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。）を公表する

場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿

名を希望される場合には、その旨を記入してください（連絡担当者の氏名は公表しま

せん。）。 

・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外につい

ての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ

御了承ください。 

・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示すること

があります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しま

すので、あらかじめ御了承ください。 

・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあると

き、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公に

することがありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

連絡先窓口 

 総務省消防庁予防課危険物保安室 

 担 当：石野、鈴木 

 電 話：03-5253-7524 

 ＦＡＸ：03-5253-7534 

 電子メールアドレス：fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp            

※迷惑メール防止のため、＠を「_atmark_」と表示しています。 

           メールをお送りになる際には、「_atmark_」を＠（半角に修正して

ください）に直してください。  



 

意 見 書 

 

令和  年  月  日 

 

総務省消防庁 

 予防課危険物保安室 あて 

 

              郵便番号 

              （ふりがな） 

              住所（所在地） 

              （ふりがな） 

              氏名（法人又は団体名等）（注１） 

              電話番号 

              電子メールアドレス 

 

 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等」に関し、別紙のとおり意

見を提出します。 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。併せて、連絡

担当者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記載する

こと。 

 

 

  



別紙様式 

 

該当箇所 御意見 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 1 2月 

消防庁危険物保安室 

 

 

 「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」の結論を踏まえ、危険物の

規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号。以下「規則」という。）及び危険物の

規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和 49 年自治省告示第 99 号。以下

「告示」という。）を改正する。 

 

 

１．改正内容 

（１）顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における条件付自動制御装置の導入に係

る規定の整備 

① 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例

規定の整備【規則第28条の２の５関係】 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において、条件付自動制御装置（使用条

件を満たす場合に、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び制御

（以下「顧客の給油作業等の監視等」という。）を代替して自動的に行う装置）

を設ける場合には、以下の基準によることとする。 

ⅰ 顧客用固定給油設備等の周囲の状況の監視及び顧客の給油作業等の監視等

を行うための監視設備等の機器を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的

に行うことができる位置に設けること。 

ⅱ 条件付自動制御装置の作動状況等を記録するための装置を設けること。 

ⅲ 条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行っている旨

及び顧客の給油作業等に係る注意事項を給油取扱所の見やすい箇所に表示す

ること。 

 

② 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準に係る見直し【規

則第40条の３の10関係】 

  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所で、条件付自動制御装置を使用して顧客

の給油作業等の監視等を行う場合において、以下の基準のいずれにも適合すると

きは、規則第40条の３の10第１項の規定の一部を適用しないこととする。 

ⅰ 当該条件付自動制御装置、規則第 28 条の２の５第８号イの監視設備等の機

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令及び危険物の規制に関する 

技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件について 

別紙２ 



 

 

器及び同号ロの記録装置が正常に作動しているとき。 

ⅱ 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。 

ⅲ 火気その他安全上の支障がないとき。 

ⅳ 給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。 

・ ⅰ～ⅲのいずれかに該当しなくなった場合において、直ちに、そのことを

認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに規則第28

条の２の５第６号ハ及びニに規定する制御装置を確実に操作することがで

きること。 

・ 危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危

険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止

のための応急の措置を講ずることができること。 

 

③ 予防規程に定めなければならない事項の追加【規則第60条の２関係】 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所のうち、条件付自動制御装置を設けるも

のにあっては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装

置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関す

る事項を予防規程に定めることとする。 

 

④ 条件付自動制御装置の機能に係る規定の整備【告示第４条の 53及び第４条の

54関係】 

新告示において、条件付き自動制御装置の機能の技術上の基準を定める。 

 

（２）その他、所要の規定の整備【規則第40条の３の10関係】 

 

２．施行期日 

公布の日の翌日から施行する。 

 

３．経過措置 

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

こととする。 
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件
付
自
動
制
御
装
置
の
作
動
状
況
等
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。 

ハ　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
つ
て
い
る
旨
及
び
顧
客
の
給
油

作
業
等
に
係
る
注
意
事
項
を
給
油
取
扱
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

九　

給
油
取
扱
所
の
係
員
が
行
う
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の

［
新
設
］

可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
制
御
を
代
替
し
て
自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
条

件
付
自
動
制
御
装
置
で
あ
つ
て
、
告
示
で
定
め
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
） 

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
） 

第
四
十
条
の
三
の
十　

令
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取

第
四
十
条
の
三
の
十　

令
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取

扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
二　

略
］ 
［
一
～
二　

同
上
］ 

三　

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
監
視
し
、
及
び
制
御
し
、
並
び
に
顧
客
に
対
し
必
要
な

三　

［
同
上
］

指
示
を
行
う
こ
と
。

［
イ　

略
］ 

［
イ　

同
上
］ 

ロ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
開
始
さ
れ
る
と
き
に
は
、
火
気
の
な
い
こ
と
そ
の
他
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
を

ロ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
開
始
さ
れ
る
と
き
に
は
、
火
気
の
な
い
こ
と
そ
の
他
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御

確
認
し
た
上
で
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
又
は
同
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
を
用
い
て

す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て

ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
開
始
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
す
る
こ
と
。
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ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
開
始
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
す
る
こ
と
。

ハ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
終
了
し
た
と
き
並
び
に
顧
客
用
固
定
給
油
設
備
及
び
顧
客
用
固
定
注
油
設
備
の

ハ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
終
了
し
た
と
き
並
び
に
顧
客
用
固
定
給
油
設
備
及
び
顧
客
用
固
定
注
油
設
備
の

ホ
ー
ス
機
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置

ホ
ー
ス
機
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
又
は
同
条
第
七
号
イ
に

を
用
い
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
こ

規
定
す
る
制
御
装
置
を
用
い
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え

と
。

な
い
状
態
に
す
る
こ
と
。

ニ　

非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ニ
に
規

ニ　

非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ニ
又
は

定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含

同
条
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
に
よ
り
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
し
、
給
油

む
。
）
に
よ
り
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
し
、
給
油
取
扱
所
内
の
全
て
の
固
定
給
油

取
扱
所
内
の
全
て
の
固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に

設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

［
ホ　

略
］ 

［
ホ　

同
上
］ 

２　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

［
新
設
］

ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
（
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
が
第
二
十
八

条
の
二
の
五
第
九
号
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
）
は
、
適
用
し

な
い
。 

一　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
八
号
イ
の
機
器
及
び
同
号
ロ
の
装
置
が
正
常
に
作

動
し
て
い
る
と
き
。 

二　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
使
用
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
。 

三　

火
気
そ
の
他
安
全
上
の
支
障
が
な
い
と
き
。 

四　

給
油
取
扱
所
の
係
員
が
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
。 

イ　

前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
そ
の
こ
と
を
認
知
す
る
と
と
も

に
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
引
き
継
ぎ
、
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含

む
。
）
を
確
実
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

ロ　

危
険
物
の
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
危
険
物
の
流
出
及
び

拡
散
の
防
止
、
流
出
し
た
危
険
物
の
除
去
そ
の
他
災
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

 
 

（
予
防
規
程
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

（
予
防
規
程
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

 

第
六
十
条
の
二　

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
項
、
第
四
項
又
は
第
六

第
六
十
条
の
二　

［
同
上
］

項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

［
一
～
八
の
六　

略
］

［
一
～
八
の
六　

同
上
］

八
の
七　

顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
（
条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に

［
新
設
］

あ
つ
て
は
、
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
使
用
条
件
そ
の
他
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客

の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
う
と
き
の
保
安
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。



- 4 -

 
 

［
九
～
十
四　

略
］

［
九
～
十
四　

同
上
］

［
２
～
７　

略
］

［
２
～
７　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
総
務
省
告
示
第　
　
　

号 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
八
号
及
び
第

九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年
自
治
省

告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年　
　

月　
　

日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙４

幸多朗 鈴木
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
機
能
） 

 

第
四
条
の
五
十
三　

規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
八
号
の
告
示
で
定
め
る
機
能
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

［
新
設
］ 

る
。 

 

一　

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
代
替
す
る
機
能 

 

イ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
開
始
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
火
気
そ
の
他
安
全
上
の
支
障
が
な
い
と
判
断
し
た

 

と
き
は
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す

 

る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
自
動
的
に
制
御
し
て
ホ
ー
ス
機

 

器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
開
始
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ
及
び

 

次
号
ロ
に
規
定
す
る
機
能
に
よ
り
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態
に
し
た
場
合
（
ハ
⑴
に
該
当
す
る

 

場
合
を
除
く
。
）
又
は
規
則
第
四
十
条
の
三
の
十
第
一
項
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
係
員
が
給
油
取
扱
所
内

 

の
全
て
の
固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に
し
た
場
合

 

に
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
係
員
が
確
認
し
た
後
で
な 

け
れ
ば
、
再
び
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
し
て
は
な
ら
な
い
。 

ロ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
の
状
況
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
安
全
上
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又

は
火
災
そ
の
他
の
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
音
声
又
は
警
報
音
及
び
制
御
機
器
の
映
像
面
へ
の
表
示
に
よ
り
、

そ
の
旨
を
係
員
に
報
知
す
る
こ
と
。 

ハ　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
を

自
動
的
に
制
御
し
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態

に
す
る
こ
と
。 

⑴　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
終
了
し
た
と
き
。 

⑵　

火
災
そ
の
他
の
危
険
が
あ
る
と
き
。 

⑶　

安
全
上
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
報
知
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
が
速
や
か
に
係
員
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
。 

二　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
正
常
な
機
能
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
た
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
給
油
取
扱
所
の
係
員
に
引
き
継

ぎ
、
又
は
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
機
能 

イ　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
音
声
又
は
警
報
音
及
び
制
御
機
器
の
映
像
面
へ
の
表
示
に
よ
り
、

そ
の
旨
を
係
員
に
報
知
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
係
員
が
覚
知
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑴　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
八
号
イ
の
機
器
又
は
同
号
ロ
の
装
置
が
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正
常
に
作
動
し
て
い
な
い
と
き
。 

⑵　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
使
用
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。 

ロ　

イ
の
報
知
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
が
速
や
か
に
係
員
に
引
き
継

が
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
を

自
動
的
に
制
御
し
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態

に
す
る
こ
と
。

（
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
機
能
） 

 

第
四
条
の
五
十
四　

規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
九
号
の
告
示
で
定
め
る
機
能
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

［
新
設
］

り
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
代
替
す
る
機
能
と
す
る
。 

一　

顧
客
の
給
油
作
業
等
の
状
況
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
音
声
又
は
警
報
音
及
び
制
御
機
器
の
映
像
面
へ
の
表
示
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
係
員
に
報
知
す
る
こ

と
。 

二　

非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
規
則
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ニ
に

規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含

む
。
）
を
自
動
的
に
制
御
し
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
し
、
給
油
取
扱
所
内
の
全
て

の
固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
。 

三　

前
号
に
規
定
す
る
機
能
に
よ
り
給
油
取
扱
所
内
の
全
て
の
固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危

険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に
し
た
場
合
に
は
、
規
則
第
四
十
条
の
三
の
十
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
係
員
が
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
再
び
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え

る
状
態
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 



                            

規制の事前評価書（簡素化 A） 

 

法 令 案 の 名 称：危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令案等  

規 制 の 名 称：セルフ給油取扱所において給油作業等の監視等を代替する 

AIシステムの導入を可能とする規定の追加       

規 制 の 区 分：□新設 □拡充 ■緩和 □廃止          

  担 当 部 局：総務省消防庁予防課危険物保安室          

  評 価 実 施 時 期：令和７年 12月                  

 

 

★ 本様式を利用するに当たり、下記表に掲げるⅰ又はⅱのいずれの要件に該当するか、番号を記載してください。 

  また、当該要件を満たしていると判断される理由を記載してください。 

 

（該当要件） 

    ⅱ    

 

（該当理由） 

・ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において給油作業等の監視及び制御を代替する条件付自動制御装置の

導入を可能とする緩和措置であり、また、システムを導入するかは事業者が選択可能なことから、負担の合計

は年間 10億円未満と推計される。 

 

 

表：規制の事前評価書（簡素化）の適用要件 

NO 該当要件 

ⅰ 規制の新設・拡充措置であって、負担の合計が年間 10 億円未満、かつ、個々の規制対象者の遵守費用が 1 回当たり１万円未満と推

計※されるもの（様式２―①） 

※ 設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投資額の総額を対象とする。また、初期の設

備投資を必要としない規制の場合は、10 年間程度の設備の維持管理費用の総額を目安とする。 

 

ⅱ 規制の緩和・廃止措置であって、負担の合計が年間 10 億円未満と推計されるもの（様式２―①） 

 

  

別紙５ 



１ 規制の必要性・有効性 

 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・ 顧客に自ら給油等をさせる給油取引所（以下「セルフ給油取扱所」という。）において、係員による給油作

業等の監視及び制御（以下「給油作業等の監視等」という。）を代替する条件付自動制御装置（以下「AI シ

ステム」という。）を一定の条件下で導入可能とする規定を追加する。 

 

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・ 過疎地域における人口減少を背景として、給油取扱所の人手不足と、それに伴う地域のエネルギー供給の

安定性確保が課題となっており、その解決方法の一つとして、セルフ給油取扱所における顧客の給油作業等

の監視等を AI システムに代替させることによって、業務の省人化・効率化を実現することが期待されてい

る。 

 

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・ 「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」の報告書（令和７年３月 25日）を踏まえ、セル

フ給油取扱所において、給油作業等の監視等を代替する AI システムを一定の条件下（注）で導入可能とす

る。 

（注）AI システムが使用条件を満たした上で正常に作動しており、かつ、火気その他安全上の支障がない場合等 

 

 

２ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【緩和・廃止】 

・ 現状、セルフ給油取扱所においては、顧客の給油作業等の監視等について、固定式の制御卓に配置された

係員又はタブレット端末等の可搬式の制御機器を持った係員が行っているところ、AIシステムに給油作業等

の監視等を代替させることで、セルフ給油取扱所の業務の省人化・効率化が見込まれる。なお、事後評価の

際には、AIシステムの導入状況や、業務の省人化・効率化の状況等を把握した上で検証を行う。 

・ さらに、実証実験の結果、AIシステム導入後も顧客の給油作業等に係る安全を確保できる運用体制が可能

であることを確認している。 

 

 

３ 負担の把握 

 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  AIシステムが使用条件を逸脱した場合や、安全上の支障を及ぼすおそれがある場合には、給油作業等の監

視等は係員に引き継がれることから、安全性は規制緩和前と変わらず、「規制緩和・廃止により顕在化する負

担」は見込まれない。 

 

＜行政費用＞ 

・ 新たに AIシステムをセルフ給油取扱所に設置する場合、市町村長等が当該設置に係る変更許可や完成検査

を実施する必要があるが、その費用については、当該許可及び検査に係る作業を消防吏員１人で１時間かけ



て行うと仮定し計算すると、 

1,991 円/時間（※） × １時間 ＝ 約 1,991 円/件と推計される。 

（※）消防署の担当者の平均基本給月額は、総務省「令和６年 地方公務員給与の実態」の「第２ 統計表」「第５表 職種別職員

の平均給与額」「１（１）全地方公共団体」の「消防職」の給料月額より 308,642 円である。時給は、308,642 円/月÷（7.75 時

間×５日×４週間）≒1,991円/時間と計算される。 

 

・ また、AIシステムを設置したセルフ給油取扱所で火災が発生した場合の被害の状況等は、既存の制度であ

る消防本部からの火災報告の内容を精査することにより確認及び検証が可能であるため、新たなモニタリン

グの必要性は生じない。 

 

 

 

４ 利害関係者からの意見聴取 

 

【緩和・廃止】 

■意見聴取した □意見聴取しなかった 

 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・一定の条件下において、係員による給油作業等の監視等を AI システムが代替することができることについ

て、オブザーバーである関係業界団体から特段異論はなかった。 

 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会（令和６年７月１日、令和６年 12月９日、令和７年

３月５日） 

 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-158.html 

 

 

５ 事後評価の実施時期 

 

【緩和・廃止】 

・ 施行後おおむね５年以内に事後評価を実施予定。 

 


